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○

原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
八
号
）
（
抄
）

（
原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
指
定
）

第
三
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
都
道
府
県
知
事
の
申
出
に
基
づ
き
、
原
子
力
立
地
会
議
の
審
議
を
経
て
、
一
又
は
二
以
上
の
原
子
力
発
電
施
設
等
（
設
置
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
も
の

を
含
む
。
）
の
周
辺
の
地
域
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
を
原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

市
町
村
の
区
域
が
隣
接
す
る
こ
と
等
に
よ
り
自
然
的
経
済
的
社
会
的
条
件
か
ら
み
て
一
体
と
し
て
振
興
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

二

政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
さ
れ
た
当
該
原
子
力
発
電
施
設
等
の
発
生
電
力
量
（
原
子
力
発
電
施
設
以
外
の
施
設
に
あ
っ
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
発
生
電
力

量
と
し
て
算
定
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
）
の
合
計
が
、
政
令
で
定
め
る
規
模
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三

大
都
市
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
又
は
そ
れ
以
外
の
地
域
で
工
業
の
集
積
の
程
度
に
つ
い
て
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
属
さ
な
い
こ
と
。

２
～
４

（
略
）

（
振
興
計
画
の
決
定
及
び
変
更
）

第
四
条

都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
指
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「

振
興
計
画
」
と
い
う
。
）
の
案
を
作
成
し
、
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
振
興
計
画
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
関
係
市
町
村
長
及
び
振
興
計
画
に
基
づ
く
事
業
を
行
う
こ
と
と
な
る
者
（
国
を
除
く
。
）
の
意
見
を
聴

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
一
項
の
振
興
計
画
の
案
に
基
づ
き
、
原
子
力
立
地
会
議
の
審
議
を
経
て
、
振
興
計
画
を
決
定
す
る
。

４

内
閣
総
理
大
臣
は
、
振
興
計
画
を
決
定
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
当
該
振
興
計
画
の
案
を
提
出
し
た
都
道
府
県
知
事
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

５

前
各
項
の
規
定
は
、
振
興
計
画
を
変
更
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

（
国
の
負
担
又
は
補
助
の
割
合
の
特
例
等
）

第
七
条

振
興
計
画
に
基
づ
く
事
業
の
う
ち
、
別
表
に
掲
げ
る
も
の
で
原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
住
民
生
活
の
安
全
の
確
保
に
資
す
る
こ
と
か
ら
緊
急
に
整
備
す
る
こ
と
が
必
要
な

も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
事
業
」
と
い
う
。
）
に
要
す
る
経
費
に
対
す
る
国
の
負
担
又
は
補
助
の
割
合
（
以
下
「
国
の
負
担
割
合
」
と
い
う
。
）
は
、

当
該
事
業
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
に
定
め
る
割
合
と
す
る
。
た
だ
し
、
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
同
表
に
掲
げ
る
割
合
を
超
え
る
国
の
負
担
割
合
が
定
め
ら
れ
て

い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

国
は
、
特
定
事
業
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
政
令
で
定
め
る
交
付
金
を
交
付
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
経
費
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
を
適

用
し
た
と
す
る
な
ら
ば
国
が
負
担
し
、
又
は
補
助
す
る
こ
と
と
な
る
割
合
を
参
酌
し
て
、
当
該
交
付
金
の
額
を
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
三
条

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附

則

（
こ
の
法
律
の
失
効
）

第
三
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。
た
だ
し
、
振
興
計
画
に
基
づ
く
事
業
に
係
る
国
の
負
担
金
、
補
助
金
又
は
交
付
金
の
う
ち
平
成
三
十

三
年
度
以
降
に
繰
り
越
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
失
効
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

○

内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
【
科
学
技
術
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
六
十
三
号
）
に
よ
る
改
正
後
】
（
抄
）

（
任
務
）

第
三
条

（
略
）

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
内
閣
府
は
、
皇
室
、
栄
典
及
び
公
式
制
度
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
の
国
と
し
て
行
う
べ
き
事
務
の
適
切
な
遂
行
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進

、
市
民
活
動
の
促
進
、
沖
縄
の
振
興
及
び
開
発
、
北
方
領
土
問
題
の
解
決
の
促
進
、
災
害
か
ら
の
国
民
の
保
護
、
事
業
者
間
の
公
正
か
つ
自
由
な
競
争
の
促
進
、
国
の
治
安
の
確
保
、
行

政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
等
の
適
正
な
取
扱
い
の
確
保
、
カ
ジ
ノ
施
設
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
秩
序
の
維
持
及
び
安
全
の
確
保
、
金
融
の
適
切
な
機

能
の
確
保
、
消
費
者
が
安
心
し
て
安
全
で
豊
か
な
消
費
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
社
会
の
実
現
に
向
け
た
施
策
の
推
進
、
政
府
の
施
策
の
実
施
を
支
援
す
る
た
め
の
基
盤
の
整
備
並
び

に
経
済
そ
の
他
の
広
範
な
分
野
に
関
係
す
る
施
策
に
関
す
る
政
府
全
体
の
見
地
か
ら
の
関
係
行
政
機
関
の
連
携
の
確
保
を
図
る
と
と
も
に
、
内
閣
総
理
大
臣
が
政
府
全
体
の
見
地
か
ら
管

理
す
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
行
政
事
務
の
円
滑
な
遂
行
を
図
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
。

３

（
略
）

（
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
事
務
局
）

第
四
十
条
の
四

科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
事
務
局
は
、
第
四
条
第
一
項
第
十
三
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
並
び
に
第
三
項
第
七
号
か
ら
第
七
号
の
三
ま
で
及
び
第
四
十
七
号
に
掲

げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

２
～
４

（
略
）

附

則

（
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
二
条

（
略
）
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２

内
閣
府
は
、
第
三
条
第
二
項
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
第
四
条
第
三
項
各
号
及
び
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

期

限

事

務

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

一

原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
（
原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
八
号
）
第
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
。

二

原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
に
関
す
る
計
画
（
原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
四
条
に
規
定
す
る

も
の
を
い
う
。
）
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

三

原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
に
関
す
る
重
要
事
項
に
係
る
関
係
行
政
機
関
の
事
務
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

四

社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
四
年

法
律
第
六
十
八
号
）
第
七
条
第
一
号
ホ

の
相
談
に
関
す
る
こ
と
。

(1)

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

沖
縄
県
に
お
け
る
駐
留
軍
用
地
跡
地
の
有
効
か
つ
適
切
な
利
用
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
二
号
）
の
規
定
に
よ
る
駐
留

軍
用
地
跡
地
の
有
効
か
つ
適
切
な
利
用
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
他
省
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

地
域
人
口
の
急
減
に
対
処
す
る
た
め
の
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）
に
基
づ
く
特
定
地
域
づ
く

り
事
業
協
同
組
合
（
同
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組
合
を
い
う
。
）
の
安
定
的
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
事
業

に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
経
費
の
配
分
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
基
本
方
針
（
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律

第
六
十
四
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
策
定
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

令
和
九
年
三
月
三
十
一
日

一

有
人
国
境
離
島
地
域
（
有
人
国
境
離
島
地
域
の
保
全
及
び
特
定
有
人
国
境
離
島
地
域
に
係
る
地
域
社
会
の
維
持
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成

二
十
八
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
保
全
及
び
特
定
有
人
国
境
離
島
地
域
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す

る
も
の
を
い
う
。
）
に
係
る
地
域
社
会
の
維
持
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

二

計
画
（
有
人
国
境
離
島
地
域
の
保
全
及
び
特
定
有
人
国
境
離
島
地
域
に
係
る
地
域
社
会
の
維
持
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定

す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
基
づ
き
実
施
す
る
事
業
に
係
る
経
費
の
見
積
り
そ
の
他
の
当
該
事
業
に
関
す
る
こ
と
（
他
省
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。
）
。

３
・
４

（
略
）

（
特
別
の
機
関
の
設
置
の
特
例
）

第
四
条
の
二

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
内
閣
府
に
置
か
れ
る
原
子
力
立
地
会
議
は

、
本
府
に
置
く
。
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（
地
方
創
生
推
進
事
務
局
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
四
条
の
二
の
二

地
方
創
生
推
進
事
務
局
は
、
第
四
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
附
則
第
二
条
第
二
項
の
表
令
和
七
年
三
月
三

十
一
日
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

○

社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
（
抄
）

（
税
制
に
関
す
る
抜
本
的
な
改
革
及
び
関
連
す
る
諸
施
策
に
関
す
る
措
置
）

第
七
条

第
二
条
及
び
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
講
じ
ら
れ
る
措
置
の
ほ
か
、
政
府
は
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
十
三
号
）
附
則
第
百
四
条
第
一
項

及
び
第
三
項
に
基
づ
く
平
成
二
十
四
年
二
月
十
七
日
に
閣
議
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
大
綱
に
記
載
さ
れ
た
消
費
課
税
、
個
人
所
得
課
税
、
法
人
課
税
、
資
産
課

税
そ
の
他
の
国
と
地
方
を
通
じ
た
税
制
に
関
す
る
抜
本
的
な
改
革
及
び
関
連
す
る
諸
施
策
に
つ
い
て
、
次
に
定
め
る
基
本
的
方
向
性
に
よ
り
そ
れ
ら
の
具
体
化
に
向
け
て
そ
れ
ぞ
れ
検
討

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
結
果
に
基
づ
き
速
や
か
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

消
費
課
税
に
つ
い
て
は
、
消
費
税
率
（
地
方
消
費
税
率
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
引
上
げ
を
踏
ま
え
て
、
次
に
定
め
る
と
お
り
検
討
す
る
こ
と
。

イ
～
ニ

（
略
）

ホ

消
費
税
率
が
段
階
的
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
踏
ま
え
、
消
費
税
（
地
方
消
費
税
を
含
む
。
以
下
ホ
か
ら
ト
ま
で
及
び
ヌ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
円
滑
か
つ
適
正
な
転
嫁
に
支

障
が
生
ず
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
事
業
者
の
実
態
を
十
分
に
把
握
し
、
次
に
定
め
る
取
組
を
含
め
、
よ
り
徹
底
し
た
対
策
を
講
ず
る
。

消
費
税
の
円
滑
か
つ
適
正
な
転
嫁
に
資
す
る
た
め
、
事
業
者
等
が
消
費
税
の
転
嫁
及
び
価
格
表
示
等
に
関
し
て
行
う
行
為
に
つ
い
て
の
指
針
を
策
定
し
、
そ
の
周
知
徹
底
を
図

(1)
り
、
相
談
等
を
行
う
こ
と
。

～

（
略
）

(2)

(6)

ヘ
～
ヨ

（
略
）

二
～
八

（
略
）


